
初回「お試し」
500円！

悪質な「お試し」商法悪質な「お試し」商法

令和７年3月作成

※相談時間は30分を目安にしているため、時間に余裕を持って
　お越しください。

受付休止



アダルトサイトの広告や年齢確認ボタンをクリックしただけで、「登録完了」「入会金
10万円」などと表示され、高額な利用料金を請求されるケースや、電子メールなどで
全く身に覚えのないサイト利用料を請求されるケース。さらに延滞金の発生や債権回
収業者の取り立て、裁判の準備をほのめかすなど、被害者を追いつめる手口もある。

詐欺サイト・偽サイト
入手困難な人気商品、偽ブランド品など

SNSに出てきた広告を見て、安いと思って注文したが、いつまでたっても商品が届か
ないというもの。ニセモノが送られてくることもある。

最近では、「欠品しておりますので、キャンセルします。コード決済アプリ
で返金します。」と言われ、返金してもらうつもりで指示に従っていたら
逆に送金させられてしまった、という手口も増えているので要注意！

架空請求・不当請求
パソコンやスマートフォン、携帯電話によるワンクリック詐欺や出会い系サイト

パンや日用品を低価格や無料で提供するというチラシで高齢
者を集め、通ってくる高齢者に優しく声をかけ、楽しい雰囲気で
健康の話などをしながら、次々と過量な健康食品や高額な健康
器具を買わせる手口。

勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断わ
ることが重要。ＳＦ商法のほか、事業者が催す着
物の展示会等に友人などに誘われ、勧められる
ままに次々と高額な着物やアクセサリーなどを
大量に購入させられる手口（展示会商法）にも、
十分注意することが重要。
※ＳＦ商法や展示会商法は、高齢者本人が楽しみに通っている場
合も多く、被害が見えにくいため、家族や周りの方の「見守り」
も大切になります。

ＳＦ（催眠）商法
健康食品、健康器具、ふとんなど

屋根や床下などを無料又は低価格で点検すると
いって家庭を訪問し、「このままでは大事な家が
壊れてしまう」などと不安をあおって、工事の内容
の割に高額で、ときには必要のない工事の契約を
結ばせる手口。

点検を名目にした訪問には十分注意し、
その場で契約しないことが重要。

点検商法（訪問販売）
屋根工事、床下工事、浄水器、消火器など

「着物でもなんでも高く買い取る」
といって家庭を訪問し、「この着物
は値段が付かない。貴金属はない
か」などといって強引に安く買い
取られてしまう手口。

訪問購入
貴金属、アクセサリー

注文していない海産物（カニなど）や健康食品が自
宅に届いた。家族の誰も注文した心当たりはな
かった。

一方的に商品を送り付けられた場合に支払
い義務はありません。受け取り拒否しましょ
う。なお、商品を開封・処分してしまっても支
払いは不要です。

一方的な商品の送りつけ
海産物や健康食品など

スマホで動画を見ていたら、「簡単に痩せられる」「初回お試し 
500円！」という広告が現れ、１回だけのお試しのつもりで注文し
たが、実際には購入サイトに「２回目以降、５回の購入（通常価格）
が条件」といった矛盾した定期購入の条件がわかりにくく表示さ
れていて、数万円の代金を請求されるケース。

こうした広告は、人の心を引
き付けるよう巧妙に作られて
いるので、「お試し」の言葉に
騙されないことが重要。

悪質な「お試し」商法
健康食品、ダイエットサプリメント、化粧品など

トイレの詰まりや水漏れ等が発生し、あわてて「水回り修理 980円～ 安心価格」と書
かれたインターネットやマグネット広告を見て、安価に修理ができると思って事業者に
来てもらったところ、「詰まりや水漏れが解消しない」と言って次々と作業が進められ、
予想しなかった高額な代金を請求されるケース。

インターネットやマグネット広告に書かれている料金は鵜呑み（うのみ）
にしないことが重要。また、水漏れに備えて普段から自宅の止水栓の位
置と締め方を確認しておくことも重要。

暮らしのレスキューサービスのトラブル
水回りの修理、トイレの詰まり解消、鍵の開錠など



クーリング・オフをするには、当該契約を解除する旨をはがき等に記載し、特定記録郵便などで販売会社あてに通知
してください。クレジット契約を結んでいるときは、信販会社等にも必ず通知しましょう。

訪問購入では、飛び込みの勧誘はできません。消費者が「○○を売りたい」などと要請しない限り、事業
者は訪問して勧誘することを禁止されています。

訪問購入における不招請勧誘の禁止

通信販売の契約解除・取消し

クーリング・オフをした証拠を残す意味で、
①契約書（ローン申込書）などの関係書類
②クーリング・オフの通知書面（あて名と内容の全て※はがきは両面）のコピー
③特定記録郵便などで送付したときの受領証　をあわせて保管しておきましょう。

令
和

令
和

美容医療、エステティックサービス、語学教室、家庭
教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

※

訪問販売・電話勧誘販売における過量販売の契約解除

訪問販売・電話勧誘販売における再勧誘の禁止
訪問販売や電話勧誘販売では、契約をしない意思表示をした消費者に対して、そのまま勧誘を続ける
ことや、後日あらためて勧誘することは禁止されています。

・返品に関する記載がない場合、商品の引渡しを受けた日から8日間は原則として契約解除ができます。
 ただし、返品に関する規約（返品特約）が表示されている場合は、そちらが優先されます。
・申込画面が人を誤認させる表示であった場合等に取消しができます。

同種の商品について、通常の日常生活に必要な分量を著しく超える量の商品を購入した場合、原則契
約後1年以内は契約解除ができます。（消費者にその契約を結ぶ特別の事情があるときを除く。）
このときクレジット契約がなされている場合はこれも解除できます。

訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで商品やサービスの契約をした場合、契約を再考できるように、一定
期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。
　※クーリング・オフ期間内であれば、商品を使用した場合やサービスの提供を受けている場合でも、契約解除できます。
　※ただし、クーリング・オフが適用されない取引や商品・サービスもあります。詳しくは消費者センターにご相

談ください。
2022年６月１日より、書面によるほか、メールなどの電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
クーリング・オフを行った証拠を残す意味で、電子メールであれば送信メールを、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォー
ム等であれば画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

私たちの消費生活は、契約によって成り立っています。契約とは売り手と買い手の間で、「売ります」「買います」
という意思が一致すれば、契約書に印鑑を押さなくても、口約束で成立します。
いったん結んだ契約は守らなければなりません。しかし、訪問販売等で不意打ち的に結んだ契約で、消費者が不
利益をこうむる場合などがあります。このような不利益を回復するために、次のように契約の解除等ができる場
合があります。

既に支払ったお金は返還され、解約料等の支払い義務もありません。また商品を受け取っている場合やサービス
の提供を受けている場合でも事業者は無料で商品を引き取る等の原状回復をし、代金の請求ができません。

消費者契約法に基づく取消し・無効
事業者が、 ・契約の重要事項について事実と異なることを告げた ・消費者にとって日常生活に必要な分
量を著しく超えることを知りながら勧誘を行った等により契約した場合に契約を取り消すことができま
す。なお、取消しができる期間は、契約を取り消すことができることを認識したときから１年以内（霊感
等の知見を用いた告知による勧誘の場合は３年間）です。（ただし、契約後５年（霊感等の知見を用いた
告知による勧誘の場合は10年）を経過した場合は取消し不可）
また、消費者の解除権を放棄させたり、解約料を不当に高くしたり、消費者の利益を一方的に害する条
項などは無効となります。

特定継続的役務提供取引



動画で学ぼう！消費者トラブル

エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュース

市民局ＹｏｕＴｕｂｅにおいて、
悪質な事業者の手口を紹介する
動画を配信しています。
ぜひご覧ください！

消費者センターへの相談事例や最新の注意情報などをお伝えする
「エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュース」（電子ビラ）を、
消費者センターホームページに掲載していますのでご覧ください。

  「だまされへん　そんなあなたが　狙われる」
　特殊詐欺被害の大半は高齢者で、親族や警察官、役所、
金融機関、百貨店等を装い、信用させて、現金やキャッシュ
カードをだまし取る手口が多くなってきています。
　詐欺の電話は、あなたをあせらせ、冷静な判断ができないようにします。慌てて行動するの
ではなく、一旦電話を切り、家族や警察に相談するようにしましょう。
　被害にあわないためにも、相手方の電話番号が表示される電話サービスの利用や、在宅中も
留守番電話にしておくなどして、知らない人からの電話には出ないようにしましょう。

特殊詐欺に気をつけて!

消費者教育講座等のご案内
▼「地域講座」（事前申込必要）
　無料で講師を派遣します。地域での勉強会にご利用ください。
▼「高齢者の見守り講座」（事前申込必要）
　無料で講師を派遣します。地域での見守り活動の学習会にご利用ください。
▼啓発展示スペース「くらしのひろばエル」（申込不要）
　啓発図書や資料等をご覧いただき、消費者問題を楽しみながら学んでいただけます。
　詳しくは、消費者センターホームページをご覧ください。【問合わせ先：06-6614-7522】

インターネットを利用して商品を
購入する場合は、事業者の名称、
住所や商品を十分確認し、
注文画面を保存して
おくこと。

いらない時はキッパリと断ること。

迷ったときは、
その場で
契約せずに
家族などに
相談すること。

持続可能な開発目標（SDGs）
　SDGsは、2015年９月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」社会の
実現をめざす国際目標です。2030年までに達成すべき17の分野で構成され、目標
12において「つくる責任・つかう責任」が掲げられています。
　SDGsの達成のため、消費者ができることは、人や地域、社会、環境に配慮した消費行動
の実践、エシカル消費であり、この取組と最も深く関連するのは、目標12の「つかう責任」です。
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